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は
じ
め
に

　

平
安
時
代
、
増
大
す
る
皇
族
の
人
数
を
一
定
数
に
留
め
置
く
た
め
、
天
皇

の
子
女
が
源
氏
（
源
朝
臣
）
に
臣
籍
降
下
す
る
例
が
、
嵯
峨
天
皇
の
諸
子
か

ら
始
ま
り
、嵯
峨
天
皇
の
子
孫
で
あ
る
各
天
皇
の
子
つ
い
で
孫
（
親
王
の
子
）

が
源
氏
を
賜
姓
さ
れ
、
ど
の
天
皇
か
ら
分
出
し
た
か
に
よ
っ
て
、
俗
に
「
嵯

峨
源
氏
」「
文
徳
源
氏
」「
宇
多
源
氏
」
等
々
と
称
さ
れ
る
源
氏
の
諸
流
が
成

立
し
た
。
江
戸
時
代
初
期
に
分
出
し
た
所
謂
「
正
親
町
源
氏
」
に
至
る
ま
で

諸
流
あ
る
源
氏
の
う
ち
最
も
有
名
な
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
武
家
の
棟

梁
の
家
系
を
出
し
た
「
清
和
源
氏
」
で
あ
る*1

。
ま
た
、
公
家
と
し
て
栄
え
た

「
村
上
源
氏
」
も
、
源
通
親
や
北
畠
親
房
、
岩
倉
具
視
等
の
著
名
人
物
を
輩

出
し
、
日
本
史
上
、
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

　

逆
に
、
最
も
知
名
度
が
低
い
の
は
、
冷
泉
院
か
ら
分
出
し
た
「
冷
泉
源
氏
」

で
あ
る
。
知
名
度
ど
こ
ろ
か
、「
冷
泉
源
氏
」
は
、
現
在
の
通
説
的
叙
述
で
は
、

そ
の
成
員
の
名
さ
え
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
後
述
の
如
く
「
冷
泉

源
氏
」
と
関
係
が
深
い
「
花
山
王
氏*2

」
ま
た
は
「
花
山
源
氏
」
は
、
花
山
院

の
後
裔
で
、
神
祇
伯
職
を
世
襲
し
て
「
伯
家
」
と
称
さ
れ
、
そ
の
嫡
流
で
あ

る
白
川
家
は
、
周
知
の
よ
う
に
前
近
代
神
祇
史
上
、
卜
部
氏
の
吉
田
家
等
と

共
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
が
、
神
祇
伯
職
を
独
占
的
に
世
襲
す
る
以
前

の
時
期
に
お
け
る
歴
史
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
す
べ
き
問
題
が
い
く
つ
か

残
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、「
冷
泉
源
氏
」
の
実
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試

み
、
ま
た
、
初
期
の
「
花
山
王
氏
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
再
検
討
を

行
い
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
平
安
時
代
に
天
皇
家
か
ら
分
岐
し
た
末
流
皇

胤
「
王
氏
」
に
関
す
る
若
干
の
新
知
見
を
提
示
す
る
こ
と
に
努
め
た
い
。

第
一
章　
「
冷
泉
源
氏
」
に
関
す
る
疑
問

　

そ
も
そ
も
、
少
な
く
と
も
平
安
時
代
に
お
い
て
は
、
親
王
・
諸
王
（
王
氏
）・

源
氏
が 

ど
の
天
皇
の
子
孫
で
あ
る
か
は
、
単
な
る
系
譜
上
の
観
念
で
は
な

く
、
親
王
に
は
年
給
（
年
官
・
年
爵
）、
王
氏
・
源
氏
に
は
氏う
じ
の
し
ゃ
く爵
と
い
う
特

権
に
お
い
て
、
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
た
。
親
王
・
王
氏
・
源
氏
は
、
そ

れ
ぞ
れ
、
各
天
皇
の
子
孫
ご
と
に
「
～
御
後
」
と
称
さ
れ
る
集
団
を
作
り
、

こ
の
「
～
御
後
」
と
い
う
集
団
が
、
親
王
に
お
い
て
は
親
王
御
給
の
、
王
氏
・

源
氏
に
お
い
て
は
王
氏
爵
・
源
氏
爵
に
あ
ず
か
る
巡（
順
番
）の
基
準
と
な
っ

冷
泉
源
氏
・
花
山
王
氏
考

　
　
　
─ 

伯
家
成
立
前
史 

─

赤
　
坂
　
恒
　
明
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た*3

。
史
料
上
に
記
載
が
あ
る
「
～
御
後
」
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る*4

。

　
　

嵯
峨
天
皇
裔　

弘
仁
御
後　
　
　
　

源
氏

　
　

仁
明
天
皇
裔　

承
和
御
後　
　
　
　

源
氏

　
　

文
徳
天
皇
裔　

天
安
御
後　

王
氏
・
源
氏

　
　

清
和
天
皇
裔　

貞
観
御
後　

王
氏
・
源
氏

　
　

陽
成
天
皇
裔　

元
慶
御
後　

王
氏
・
源
氏

　
　

光
孝
天
皇
裔　

仁
和
御
後　

王
氏
・
源
氏

　
　

宇
多
天
皇
裔　

寛
平
御
後　

王
氏
・
源
氏

　
　

醍
醐
天
皇
裔　

延
喜
御
後　

王
氏
・
源
氏

　
　

村
上
天
皇
裔　

天
暦
御
後　

王
氏
・
源
氏

　
　

冷
泉
院
裔　
　

安
和
御
後　

王
氏

　
　

花
山
院
裔　
　

寛
和
御
後　

王
氏
・
源
氏

　
　

三
条
院
裔　
　

長
和
御
後　

王
氏
・
源
氏

　
　

後
三
条
院
裔　

延
久
御
後　
　
　
　

源
氏

　

某
天
皇
の
子
孫
で
あ
る
源
氏
の
俗
称
「
某
源
氏
」
は
、
彼
ら
が
天
皇
か
ら

分
出
し
た
平
安
時
代
に
お
い
て
同
時
代
的
に
使
用
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
時

代
が
降
っ
た
室
町
前
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
尊
卑
分
脈
』
に
お
い
て
も
、
源
氏

諸
流
に
つ
い
て
は
「
弘
仁　

嵯
峨
」・「
承
和　

仁
明
」・「
天
安　

文
徳
」
等
々

と
あ
り
、「
嵯
峨
源
氏
」・「
仁
明
源
氏
」・「
文
徳
源
氏
」
以
下
は
、
国
史
大
系

本
の
編
纂
者
に
よ
っ
て
付
け
ら
れ
た
標
記
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
稿
で
取
り

上
げ
る
「
冷
泉
源
氏
」・「
花
山
王
氏
」
と
は
、
同
時
代
的
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

安
和
御
後
の
源
氏
、
寛
和
御
後
の
王
氏
、
と
称
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
所
謂
「
冷
泉
源
氏
」
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
そ
の
実
体
が

全
く
不
明
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
太
田
亮
『
姓
氏
家
系
大
辞
典
』
五
八
五
四
～
五
八
六
八
頁
「
源　

ミ
ナ
モ
ト　

ゲ
ン
」
条
に
「
12　

冷
泉
帝
裔
の
源
朝
臣　

レ
イ
ゼ
イ
条
を
見

よ*5

」
と
あ
る
が
、
同
辞
典
に
「
レ
イ
ゼ
イ
」
条
は
な
く
、
存
在
す
る
「
冷
泉　

レ
イ
ゼ
ン　

シ
ミ
ヅ
」
条
の
中
に
「
冷
泉
帝
裔
の
源
朝
臣
」
に
関
す
る
記
載

は
な
く*6

、
結
局
、
冷
泉
源
氏
に
関
す
る
説
明
は
な
い
。

　

ま
た
、
奥
富
敬
之
氏
は
、
各
天
皇
か
ら
派
生
し
た
源
氏
を
「
源
氏
二
十
一

流
」
と
称
し
、
そ
れ
ら
各
源
氏
を
紹
介
す
る
中
で
「
冷
泉
源
氏
」
に
つ
い
て
、

冷
泉
院
は
「
四
男
三
女
に
恵
ま
れ
、
の
ち
に
天
皇
に
な
っ
た
二
人
を
除
く
と
、

男
系
二
流
は
臣
籍
降
下
し
て
冷
泉
源
氏
と
な
っ
た
。
し
か
し
…
…
そ
れ
を
名

乗
る
子
孫
は
現
れ
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る*7

。
天
皇
に
な
ら
な
か
っ
た
冷

泉
院
の
男
子
と
は
、
和
泉
式
部
と
の
恋
愛
で
名
高
い
兄
弟
、
為
尊
親
王
（
冷

泉
天
皇
の
第
三
親
王
）
と
敦
道
親
王
（
冷
泉
天
皇
の
第
四
親
王
。
四
宮
）
で

あ
る
。
為
尊
親
王
に
は
子
女
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
敦
道
親
王
に

は
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
諸
本
に
よ
る
と
永
覚
と
い
う
男
子
が
い
た
。
永
覚

は
僧
で
天
王
寺
別
当
に
補
さ
れ
て
お
り*8

、
や
は
り
子
女
の
存
在
は
知
ら
れ
て

い
な
い
。
永
覚
は
源
氏
賜
姓
後
に
出
家
し
た
可
能
性
が
な
い
と
は
言
え
な
い

が
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
根
拠
は
何
も
な
い
。
よ
っ
て
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る

史
料
に
拠
る
限
り
で
は
、
為
尊
・
敦
道
両
親
王
と
も
、
源
氏
を
賜
姓
さ
れ
た

子
孫
は
い
な
い
。
現
に
、『
古
事
類
苑
』*9

に
も
、『
皇
室
制
度
史
料
』*10

に
も
、
為

尊
・
敦
道
両
親
王
の
子
孫
が
源
氏
を
賜
姓
さ
れ
た
と
い
う
史
料
は
引
用
さ
れ

て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
、源
氏
諸
流
の
詳
細
な
系
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る『
尊

卑
分
脈
』
に
も
冷
泉
源
氏
は
見
え
な
い
。
よ
っ
て
、「
冷
泉
源
氏
」
と
は
、
あ

る
い
は
架
空
の
存
在
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
す
ら
抱
か
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
冷
泉
院
に
は
、
五
宮
（
五
親
王
）
と
六
宮
（
六
親
王
）
が
い

た
。
昭
登
親
王
と
清き
よ
ひ
と仁

親
王
で
あ
る*11

。
両
親
王
は
、
冷
泉
院
の
一
男 

花
山

院
の
子
で
あ
る
が
、
花
山
院
出
家
後
の
誕
生
で
あ
っ
た
た
め
、
花
山
院
の
父　
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冷
泉
院
の
子
と
し
て
親
王
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、『
日
本
紀
略
』
寛
弘
元
年

（
一
〇
〇
四
）
五
月
四
日
条
に
「
以
冷
泉
院
皇
子
昭
登
・
清
仁
為
親
王
。
実

花
山
院
御
出
家
之
後
産
生
也
」
と
あ
り
、『
御
堂
関
白
記
』
長
保
六
年

（
一
〇
〇
四
）
五
月
二
日
条
に
「
華
山
院
宮
達
可
為
親
王
宣
旨
。
実
成
朝
臣

来
仰
云
。
依
有
被
院
申
、
雖
不
宜
、
被
下
宣
旨
。
冷
泉
院
五
六
宮
者
」
と
あ

り
、『
小
右
記
』
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
八
月
廿
三
日
条
に
「
今
日
故
花
山

院
宮
達
御
元
服
（
先
年
為
冷
泉
上
皇
々
子
、
即
為
親
王
。
号
五
六
親
王
）」

と
あ
り
、
ま
た
、『
小
右
記
』
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
三
月
五
日
条
に
お
い

て
も
、
前
例
と
し
て
「
故
華
山
院
御
子
二
人
【
清
仁
・
昭
登
】
為
故
冷
泉
院

王
子
為
親
王
。
依
彼
例
所
被
行
云
々
」
と
あ
る
と
お
り
で
あ
る*12

。

　

同
様
の
先
例
と
し
て
は
、
宇
多
天
皇
（
上
皇
）
出
家
後
誕
生
の
二
男
子 

雅
明
親
王
・
行
明
親
王
が
、
醍
醐
天
皇
の
親
王
（
延
喜
御
後
）
と
な
っ
て
い

る*13

。
の
ち
雅
明
・
行
明
両
親
王
は
、
実
系
の
寛
平
御
後
す
な
わ
ち
宇
多
天
皇

の
子
と
成
り*14

、
年
官
・
年
爵
に
あ
ず
か
っ
た
。

　

昭
登
親
王
と
清
仁
親
王
は
、「
入
給
冷
泉
院
御
戸*15

」、
す
な
わ
ち
、
冷
泉
院

の
戸
籍
に
編
入
さ
れ
て
お
り
、
安
和
御
後
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、

管
見
の
限
り
で
は
、
両
親
王
自
身
が
そ
の
後
、
安
和
御
後
か
ら
寛
和
御
後
す

な
わ
ち
花
山
院
の
子
へ
と
属
籍
を
変
更
し
た
と
い
う
事
実
は
知
ら
れ
て
い
な

い
。
従
っ
て
、
両
親
王
の
子
孫
も
、
少
な
く
と
も
当
初
は
安
和
御
後
（
冷
泉

院
裔
）
で
あ
っ
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、「
冷
泉
源

氏
」
と
は
、
実
系
で
は
花
山
院
の
子
孫
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
な
る
が
、

果
た
し
て
こ
の
見
解
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
章　

昭
登
・
清
仁
両
親
王
の
諸
子

　

花
山
院
出
家
後
の
子
で
冷
泉
院
の
親
王
と
な
っ
た
昭
登
・
清
仁
両
親
王
の

子
孫
に
関
す
る
基
礎
史
料
は
、『
尊
卑
分
脈
』
源
氏
「
寛
和　

華
山
」
で
あ
る
。

国
史
大
系
本
で
は
「
花
山
源
氏
」
と
標
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。「
寛
和
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、『
尊
卑
分
脈
』
で
は
両
親
王
の
子
孫

は
明
確
に
寛
和
御
後
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
安
和
御
後
で
は
な
い
。

　

現
に
、『
尊
卑
分
脈
』
源
氏
「
寛
和　

華
山
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
各
人
の

中
に
は
、
同
時
代
史
料
に
寛
和
御
後
の
王
氏
と
明
記
さ
れ
た
人
々
が
見
出
さ

れ
る*16

。
し
か
し
、
三
条
院
の
後
裔
を
載
せ
る
『
尊
卑
分
脈
』
源
氏
「
長
和　

三
条
」
に
は
、
所
謂
「
三
条
源
氏
」
の
系
図
の
他
、
天
暦
御
後
の
王
氏*17

の
系

図
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、『
尊
卑
分
脈
』
源
氏
「
寛
和　

華
山
」
に

も
、
そ
の
標
題
に
か
か
わ
ら
ず
安
和
御
後
の
人
々
が
記
載
さ
れ
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
昭
登
・
清
仁
両
親
王
の
諸
子
に
関
す
る
基
礎
情
報

を
検
討
し
、
彼
ら
と
そ
の
子
孫
の
中
に
安
和
御
後
の
源
氏
、
す
な
わ
ち
所
謂

「
冷
泉
源
氏
」
の
成
員
が
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
を
確
認
し
た
い
。

一　

昭
登
親
王
の
諸
子

　

⑴
良
深　
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』諸
本
、『
尊
卑
分
脈
』源
氏「
寛
和　

華
山
」、

寺
院
関
係
諸
史
料
に
よ
る
と
、
昭
登
親
王
に
は
良
深
と
い
う
男
子
が
い
た
。

良
深
は
僧
で
「
石
山
僧
都
」
と
号
し
、
石
山
寺
座
主
、
東
寺
長
者
と
成
り
、

権
少
僧
都
に
任
じ
ら
れ
、
承
保
四
年
（
一
〇
七
七
）
八
月
二
十
四
日
、

五
十
三
歳
で
死
去
し
た*18

。
逆
算
す
る
と
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
生
。
子
女

の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　

⑵
男
子
某　

昭
登
親
王
に
は
、良
深
と
は
別
の
男
子
が
い
た
。『
小
記
目
録
』

第
十
七
「
臨
時　

七
」「
濫
行
事
（
付
強
姧
）」
に
、「
同
【
治
安
】
二
年
三
月

一
日
、
昭
登
親
王
子
与
右
兵
衛
督
女
子
、
拏
攫
事
」
と
あ
り
、
治
安
二
年
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（
一
〇
二
三
）
三
月
一
日
、
昭
登
親
王
の
子
と
藤
原
経
通
（
藤
原
実
資
の
甥
）

の
女
子
が
さ
ら
い
取
ら
れ
た
と
解
さ
れ
る
が
、
事
件
の
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。

こ
の
昭
登
親
王
の
男
子
は
、『
尊
卑
分
脈
』
源
氏
に
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
源

朝
臣
を
賜
姓
さ
れ
な
か
っ
た
二
世
孫
王
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ

る*19

。
当
時
、
昭
登
親
王
は
存
命
で
あ
っ
た*20

の
で
、
こ
の
「
昭
登
親
王
子
」
が

二
世
孫
王
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
安
和
孫
王
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
こ
の
「
昭
登
親
王
子
」
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
は
管
見
の
限

り
、
他
に
一
切
、
史
料
に
記
載
は
な
く
、
子
孫
の
有
無
に
つ
い
て
も
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

⑶
女
子
某　
『
尊
卑
分
脈
』
頼
宗
公
孫
に
、
藤
原
能
長
の
子 

長
忠
の
左
袖

書
に
「
母
昭
登
親
王
女
」
と
あ
る
。『
今
鏡
』
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

し
か
し
、
後
述
の
よ
う
に
、
脇
坂
本
・
前
田
本
・
内
閣
文
庫
本
『
尊
卑
分
脈
』

源
氏
「
寛
和　

華
山
」
で
は
、
清
仁
親
王
の
女
子 
信
子
女
王
が
長
忠
の
母

と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
藤
原
長
忠
の
母
は
、
昭
登
親
王
の
で
は
な
く

清
仁
親
王
の
女
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
清
仁
親
王
の
女
子 

信
子

女
王
に
つ
い
て
は
実
在
性
に
疑
問
が
あ
り
、
ま
た
、
長
忠
の
号
「
石
山
大
蔵

卿
」
は
、
昭
登
親
王
の
男
子 

石
山
僧
都
良
深
と
関
係
が
あ
る
称
号
か
も
知

れ
な
い
。
こ
の
「
昭
登
親
王
女
」
は
、
特
に
「
源
氏
」
と
も
注
記
さ
れ
て
い

な
い
の
で
、
女
王
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
よ
り
、
昭
登
親
王
の
諸
子
の
う
ち
⑵
男
子
某
と
⑶
女
子
某
（
藤
原
長

忠
の
母
）
は
源
氏
で
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
が
、
昭
登
親
王
裔
に
「
冷
泉

源
氏
」
の
成
員
が
い
た
か
否
か
は
判
然
と
し
な
い
。
な
お
、
清
仁
親
王
の
子 

延
信
王
は
、
吹
上
本
『
帝
王
系
図
』
で
は
昭
登
親
王
の
子
と
し
て
系
線
が
引

か
れ
て
い
る*21

が
、
単
な
る
引
き
誤
り
で
あ
ろ
う
。

二　

清
仁
親
王
の
諸
子

　

①
延の

ぶ
さ
ね信

王　
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
諸
本
、『
尊
卑
分
脈
』
源
氏
「
寛
和　

華
山
」
を
始
め
と
す
る
系
譜
史
料
に
所
見
が
あ
る
。
延
信
王
は
、
源
氏
を
賜

姓
さ
れ
、
後
に
白
川
家
の
始
祖
と
位
置
づ
け
ら
れ
た*22

。
延
信
王
の
賜
姓
と
彼

の
子
孫
に
つ
い
て
は
次
章
で
検
討
す
る
。

　

②
康や
す
す
け資

王　

白
川
家
の
祖
の
一
人
で
、『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
諸
本
、『
尊
卑

分
脈
』
源
氏
「
寛
和　

華
山
」
を
始
め
と
す
る
系
譜
史
料
に
所
見
が
あ
る
が
、

実
系
で
は
延
信
の
男
子
で
あ
る
。
延
信
と
共
に
次
章
で
検
討
す
る
。

　

③
兼
文
王　
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
に
は
記
載
が
な
い
が
、『
尊
卑
分
脈
』

源
氏
「
寛
和　

華
山
」
に
は
、
兼
文
王
と
そ
の
子
孫
の
系
図
が
記
さ
れ
て
い

る
。

　

兼
文
王
は
、
袖
書
に
「
正
親
正
」
と
あ
り
、
諸
王
（
王
氏
）
が
歴
任
す
る

正お
お
き
み
の
か
み

親
正
に*23

任
じ
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
二
世
孫
王
と
し
て
従
四
位
下
に

直
叙
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
年
代
や
他
の
事
績
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　

兼
文
王
の
子 

兼
長
王
も
、
袖
書
に
「
正
親
正
」
と
あ
る
。
兼
長
王
は
、

延
久
元
年
（
一
〇
六
九
）
閏
十
月
一
日
、
伊
勢
臨
時
奉
幣
の
使
王
を
勤
仕
し
、

同
七
日
、
参
宮
し
て
い
る*24

。

　

兼
長
王
の
子 

兼
範
王
（
脇
坂
本
・
前
田
本
・
内
閣
文
庫
本
『
尊
卑
分
脈
』

等
で
は
兼
能
王
）
も
、
袖
書
に
「
正
親
正
」
と
あ
る
が
、
事
績
は
知
ら
れ
て

い
な
い
。

　

兼
範
王
（
ま
た
は
兼
能
王
）
の
子 

範
綱
と 

そ
の
子
孫
に
は
、
王
号
が
付

け
ら
れ
て
い
な
い
。
範
綱
は
花
山
院
の
五
世
孫
に
あ
た
る
。
選
叙
令
に
よ
る

と
、
五
世
王
は
皇
親
（
諸
王
）
に
含
ま
れ
な
い*25

。
範
綱
と
そ
の
子
孫
に
王
号

が
な
い
の
は
、
そ
の
た
め
か
も
知
れ
な
い
。
尤
も
、
範
綱
は
、
袖
書
に
「
正

親
正
」
と
あ
り
、
諸
王
（
王
氏
）
が
歴
任
す
る
正
親
正
に
任
官
し
て
お
り
、
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実
際
に
は
王
号
を
称
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
範
綱
の
子
孫
に
は
、
正
親

正
に
任
じ
ら
れ
た
者
は
い
な
い
が
、
彼
ら
が
源
氏
を
賜
姓
さ
れ
た
と
い
う
明

証
も
な
い
。
よ
っ
て
、
彼
ら
が
源
氏
で
あ
る
か
否
か
は
未
詳
で
あ
る
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
家
系
が
、『
尊
卑
分
脈
』
源
氏
「
寛
和　

華
山
」
に
、
特
に
「
御
後
」
に
関
す
る
注
記
も
な
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
事
実

か
ら
見
る
限
り
で
は
、
彼
ら
は
寛
和
御
後
の
源
氏
、
す
な
わ
ち
「
花
山
源
氏
」

と
見
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
兼
文
王
の
子
孫
を
「
冷
泉
源
氏
」
と
考
え
る
の
は
、
や

や
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

④
延
清
王　
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』、『
尊
卑
分
脈
』「
寛
和　

華
山
」
共
に

所
見
が
な
い
が
、
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
附
載
「
伯
」
系
図
に
お
い
て
、

清
仁
親
王
の
子
と
し
て
兄
弟
順
に
康
資
王
、
延
信
王
、
延
清
の
三
人
が
記
載

さ
れ
て
い
る*26

。
本
系
図
で
延
清
に
王
号
は
付
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
康
平
三

年
（
一
〇
六
〇
）
九
月
に
伊
勢
例
幣
の
使
王
を
勤
仕
し
た
延
清
王
が
お
り*27

、

年
代
的
に
見
て
、
清
仁
親
王
の
子 

延
清
は
、
こ
の
延
清
王
に
比
定
で
き
よ

う*28

。
こ
の
延
清
の
子
孫
は
、
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
に
は
記
さ
れ
て
い

な
い
。
な
お
、
私
は
、
東
大
寺
領
播
磨
国
大お
お
べ
の
し
ょ
う

部
庄
の
公く

文も
ん

職し
き

を
相
伝
し
た
王

氏
の
祖
と
考
え
ら
れ
る
久
清
王
を
延
清
王
裔
と
推
測
す
る
余
地
も
あ
る
か
と

述
べ
た
が
、
こ
れ
は
、
可
能
性
が
高
い
と
は
言
い
難
い
一
仮
説
に
過
ぎ
な
い*29

。

　

と
こ
ろ
で
、
長
元
二
年
（
一
〇
二
九
）
正
月
六
日
の
正
月
叙
位
で
四
位
に

叙
さ
れ
た
良
清
王
と
い
う
王
が
い
る*30

。
こ
の
叙
位
は
、
二
世
孫
王
爵
に
あ
ず

か
っ
た
従
四
位
下
直
叙
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
良
清
王
の
叙
位
は
、

後
述
さ
れ
る
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
正
月
叙
位
に
お
け
る
延
信
王
の
四
位

直
叙
の
四
年
後
で
あ
る
の
で
、
年
代
的
に
見
て
、
こ
の
良
清
王
も
、
あ
る
い

は
延
信
王
と
同
じ
く
清
仁
親
王
の
子
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
平
安
後
期
に

は
、
諱
の
第
二
字
が
「
清
」
で
あ
る
諸
王
が
少
な
く
な
い
。
彼
ら
の
中
に
は
、

延
清
王
の
よ
う
に
、
清
仁
親
王
の
偏
諱
を
通
字
と
し
た
清
仁
親
王
裔
が
含
ま

れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
但
し
、
久
安
二
年
（
一
一
四
六
）
正
月
五
日
の

正
月
叙
位
で
叙
爵
さ
れ
た
有
清
王
は
延
喜
御
後
す
な
わ
ち
醍
醐
天
皇
裔
で
あ

る*31

の
で
、
一
概
に
そ
う
と
も
言
い
難
い
。

　

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
延
清
王
の
子
孫
が
「
冷
泉
源
氏
」
で
あ
っ
た
と
い
う

根
拠
も
存
在
し
な
い
。

　

⑤
永
子
女
王　

脇
坂
本
・
前
田
本
・
内
閣
文
庫
本『
尊
卑
分
脈
』源
氏「
寛

和　

華
山
」
に
、「
女
子
（
永
子
女
王
／
彳
四
下
）」
と
見
え
る
。
こ
の
永
子

女
王
は
、
寛
徳
二
年
（
一
〇
四
五
）
四
月
八
日
、
後
冷
泉
院
（
後
冷
泉
天
皇
）

の
即
位
式
に
お
い
て
、
褰け
ん

帳ち
ょ
う

女*32

王
と
し
て
左
褰
帳
を
勤
仕
し
た
。
例
え
ば
、

内
閣
文
庫145-728

『
女
王
記
諸
抄
／
伯
家
雑
記
』
抄
録
「
褰
帳
女
王
雑
事　

文
保
二
年
三
月
廿
九
日
」「
代
々
御
即
位
褰
帳
人 

醍
醐
以
後
」
後
冷
泉
院　

寛
德
二
四
八
、
褰
帳
に
、「
左
故
弾
正
尹
清
仁
親
王
女　

永
子
女
王　

従
四
下　

二
世
」
と
あ
る
よ
う
に
、
二
世
女
王
と
し
て
従
四
位
下
に
叙
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
永
子
女
王
に
つ
い
て
は
、
後
述
さ
れ
る
『
顕
広
王
記
』
永
万
元

年
七
月
廿
七
日
条
に
「
弾
正
宮
【
清
仁
親
王
】
御
子
清
子
女
王
」
と
あ
り
、

名
は
清
子
女
王
と
さ
れ
る
。
誤
記
で
な
け
れ
ば
、
永
子
か
ら
清
子
に
改
名
し

た
か
、
逆
に
清
子
か
ら
永
子
に
改
名
し
た
か
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
以
外
の
経
歴
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
な
い
。

　

⑥
信
子
女
王　

脇
坂
本
・
前
田
本
・
内
閣
文
庫
本『
尊
卑
分
脈
』源
氏「
寛

和　

華
山
」
に
、「
女
子
（
信
子
女
王
／
前
中
納
言
長
忠
卿
母*33

）」
と
見
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
信
子
女
王
は
、
実
在
性
に
お
い
て
疑
問
が
あ
る
。
第
一
に
、

前
述
の
よ
う
に
藤
原
長
忠
の
母
は
「
昭
登
親
王
女
」
と
さ
れ
る
。
第
二
に
、

後
世
の
白
川
家
関
係
文
献
等
に
よ
る
と
、
こ
の
信
子
女
王
は
後
三
條
院
・
白
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河
院
の
そ
れ
ぞ
れ
の
即
位
式
に
お
い
て
褰
帳
女
王
を
勤
仕
し
た
と
さ
れ
る*34

が
、

よ
り
成
立
年
代
が
古
い
「
白
川
家
褰
帳
女
王
例
」
に
よ
る
と
、
後
三
條
院
・

白
河
院
の
褰
帳
女
王
は
「
小
一
条
院
女
王
」
で
あ
る*35

。
こ
れ
は
、
実
系
で
清

仁
親
王
の
玄
孫
に
あ
た
る
顕
広
王
の
日
記
『
顕
広
王
記
』
か
ら
も
裏
付
け
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
顕
広
王
記
』
永
万
元
年
七
月
廿
七
日
条
に
、
顕
広
王
の

女
子 

昨
子
が
六
条
院
即
位
式
の
褰
帳
女
王
を
勤
仕
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、

「
此
事
、
家
勤
三
代
也
。
及
四
箇
度
也
（
弾
正
宮
【
清
仁
親
王
】
御
女
清
子

女
王
、
伯
殿
【
康
資
王
】
女
仁
子
女
王
）」
と
書
き
記
し
て
い
る
。「
三
代
」

と
は
、
清
仁
親
王
、
康
資
王
、
顕
広
王
で
あ
り
、「
四
箇
度
」
と
は
、
後
冷
泉

院
即
位
式
（
上
述
の
清
子
（
永
子
）
女
王
）、
鳥
羽
院
即
位
式
（
仁
子
女
王
。

後
述
）、
後
白
河
院
即
位
式
（
顕
広
王
の
女
子 

顕
子
女
王
）
と
、
こ
の
六
条

院
即
位
式
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
褰
帳
女
王
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
清
仁
親

王
の
女
子 

信
子
女
王
が
後
三
条
院
と
白
河
院
の
そ
れ
ぞ
れ
の
即
位
式
で
褰

帳
女
王
を
勤
仕
し
た
と
い
う
後
世
の
文
献
の
記
載
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
判

明
す
る
。
従
っ
て
、
清
仁
親
王
に
信
子
女
王
と
い
う
女
子
が
実
在
し
た
と
い

う
根
拠
も
薄
弱
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

⑦
女
子
某　

観
音
院
僧
都
寛
意
の
母
。
寛
意
は
、
式
部
卿
敦
貞
親
王
の
男

子
で
あ
る
。
敦
貞
親
王
は
、
実
系
で
は
小
一
条
院
（
敦
明
親
王
）
の
男
子
で

あ
る
が
、
祖
父 

三
条
院
の
子
と
し
て
親
王
と
な
っ
た
。
寛
意
の
母
に
つ
い

て
は
、『
稿
本
三
条
天
皇
実
録
』
七
一
八
頁
に
「
敦
貞
親
王
室
某
」
と
章
が
立

て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
出
自
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。『
御
室

相
承
記
』
二
「
長
和
入
道
親
王
」
に
、
永
保
元
年
（
一
〇
八
一
）
三
月
三
日

に
開
白
し
て
同
十
日
に
結
願
し
た
孔
雀
経
法
の
内
供
奉
で
あ
っ
た
寛
意
に
つ

い
て
、「
三
条
院
御
子
二
品
式
部
卿
敦
貞
息
。
母
弾
正
官
女
。
年
廿
八
」
と
あ

る
が
、
こ
の
「
弾
正
官
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
弾
正
宮
」
の
誤
り
で
あ
り
、

清
仁
親
王
に
比
定
さ
れ
る
。
寛
意
は
、
永
保
元
年
（
一
〇
八
一
）
に
二
十
八

歳
で
あ
っ
た
の
で
、
逆
算
す
る
と
天
喜
二
年
（
一
〇
五
四
）
に
寛
意
の
母
は

寛
意
を
生
ん
だ
こ
と
と
な
る*36

。
寛
意
の
母
の
身
位
に
つ
い
て
は
、「
源
氏
」
と

記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
女
王
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
よ
り
、
清
仁
親
王
の
諸
子
の
う
ち
兼
文
王
と
延
清
王
の
子
孫
、
お
よ

び
親
王
の
女
子
に
、「
冷
泉
源
氏
」
の
成
員
が
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

そ
こ
で
、
次
章
で
は
、
白
川
家
の
祖
と
し
て
子
孫
が
数
多
く
存
在
す
る
延

信
王
と
康
資
王
に
つ
い
て
、
検
討
を
行
い
た
い
。

第
三
章　

延
信
王
と
康
資
王

　

①
延
信
王　

清
仁
親
王
の
子 

延
信
王
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、『
本
朝
皇
胤

紹
運
録
』*37

、『
尊
卑
分
脈
』
源
氏
「
寛
和　

華
山
」
等
の
系
譜
史
料
か
ら
、
父 

清
仁
親
王
の
奏
に
よ
り
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
三
月
二
十
九
日
に
源
朝
臣

を
賜
姓
さ
れ
、
極
位
は
従
四
位
上
、
官
歴
は
侍
従
、
弾
正
大
弼
、
神
祇
伯
で

あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

よ
り
詳
し
い
延
信
王
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
白
川
家
に
伝
来
し
て
現
在
、

宮
内
庁
書
陵
部
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
賜
姓
例
並
褰
帳
女
王
之
事
』（
資
宗

王
著
か
）
賜
姓
例
「
延
信
王
」
に
、「
万
寿
二
年
十
二
月
廿
九
日
賜
姓
源
姓
（
官

符
）。
同
三
年
四
月
廿
七
日
任
侍
従
。
寛
徳
三
年
二
月
任
神
祇
伯
」
と
あ
り*38

、

侍
従
と
神
祇
伯
に
任
じ
ら
れ
た
年
月
日
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
賜

姓
の
月
が
三
月
で
な
く
十
二
月
と
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
い
ず
れ
か
に

誤
写
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
延
信
王
の
源
氏
賜
姓
に
つ
い
て
は
、
管
見

の
限
り
、
安
和
御
後
す
な
わ
ち
「
冷
泉
源
氏
」
と
し
て
の
賜
姓
で
あ
る
可
能

性
に
つ
い
て
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
に
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思
わ
れ
る
。
延
信
王
の
賜
姓
が
父 

清
仁
親
王
の
奏
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、「
冷
泉
院
御
戸
」
に
入
っ
て
い
た
清
仁
親
王
の
子
で

あ
る
延
信
王
は
、
安
和
御
後
と
し
て
源
朝
臣
を
賜
姓
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

つ
ま
り
、「
冷
泉
源
氏
」
と
は
、
源
延
信
に
他
な
ら
な
い
、
と
す
る
見
解
で
あ

る
。

　

こ
の
推
測
を
裏
付
け
る
史
料
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
廣
橋
家
旧
蔵
記

録
文
書
典
籍
類H

-63-409

『
後
法
性
寺
殿
御
抄
』*39

「
雑
々
例
」
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
、「
延
信
王
（
安
和
御
後　

万
寿
二
正
六
／
叙
四
位
也　

此
外
又
寛
平

御
後
叙
爵
也
）」と
記
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
に
よ
る
と
、万
寿
二
年（
一
〇
二
五
）

正
月
六
日
の
正
月
叙
位
に
お
い
て
、
延
信
王
は
安
和
御
後
と
し
て
四
位
に
叙

さ
れ
、
こ
の
叙
位
で
は
、
延
信
王
の
他
に
も
寛
平
御
後
（
宇
多
天
皇
裔
）
の

某
王
が
叙
爵
（
従
五
位
下
に
叙
す
る
こ
と
）
さ
れ
た
。
こ
の
「
叙
四
位
」
と

は
明
ら
か
に
、
二
世
孫
王
爵
に
よ
る
従
四
位
下
へ
の
直
叙
で
あ
る*40

。

　

こ
こ
に
、
延
信
王
が
安
和
御
後
の
二
世
王
（
孫
王
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
確

定
し
た
。
従
っ
て
、
同
年
の
三
月
ま
た
は
十
二
月
に
お
け
る
延
信
王
の
賜
姓

も
、
安
和
御
後
と
し
て
の
源
朝
臣
賜
姓
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
源
延
信
は
、「
花
山
源
氏
」
で
は
な
く
「
冷
泉
源
氏
」
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

　

以
上
よ
り
、
実
体
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
「
冷
泉
源
氏
」
す
な
わ
ち
安

和
御
後
の
源
氏
と
は
、
清
仁
親
王
の
子
に
し
て
、
神
祇
伯
白
川
家
の
家
祖
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
源
延
信
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
し
か
し
、「
冷
泉

源
氏
」
は
一
代
で
消
滅
し
た
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
源
延
信
の
子 

康

資
は
、
王
と
し
て
出
身
し
、
源
氏
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

②
康
資
王　

康
資
王
の
名
は
、
国
文
学
方
面
に
お
い
て
、
高
階
氏
出
身
の

歌
人
で
あ
る
「
康
資
王
母
」
に
よ
っ
て
名
高
い*41

。
一
方
、
康
資
王
自
身
に
つ

い
て
は
、
経
歴
以
下
、
未
詳
の
点
が
多
い
。

　

康
資
王
は
、
実
系
で
は
源
延
信
の
子
で
あ
る
。
し
か
し
、『
本
朝
皇
胤
紹
運

録
』、『
尊
卑
分
脈
』
源
氏
「
寛
和　

華
山
」
等
の
系
譜
史
料
そ
の
他
の
記
載

か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
祖
父 

清
仁
親
王
の
子
と
な
っ
た
。

　

康
資
王
の
生
年
は
、
確
定
的
で
は
な
い
が
長
久
二
年
（
一
〇
四
一
）
で
あ

る
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
系
で
延
信
の
曾
孫
に
あ
た
る
顕
広
王
の

日
記
『
顕
広
王
記
』
安
元
二
年
十
二
月
五
日
丙
子
条
に
「
除
目
也
。
譲
伯
於

大
夫
【
仲
資
王
】
了
。
朝
恩
無
極
也
。
年
廿
。
位
従
五
位
上
也
。
父
祖
十
九

歳
任
之
。
僕
【
顕
広
王
】
於
七
十
任
之
後
、
十
二
年
于
今
也
。
年
齢
者
高
祖

之
例
、
位
者
僕
例
歟
」
と
あ
り
、
こ
こ
に
見
え
る
「
父
祖
」
は
康
資
王
に
比

定
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
る
と
康
資
王
は
十
九
歳
で
神
祇
伯
に
任
じ
ら
れ
た
。
康

資
王
の
任
伯
は
康
平
二
年
（
一
〇
五
九
）
十
月
二
十
二
日
で
あ
る
と
さ
れ
る*42

の
で
、
そ
こ
か
ら
逆
算
す
る
と
長
久
二
年
（
一
〇
四
一
）
生
と
な
る
。

　

こ
の
生
年
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
清
仁
親
王
は
長
元
三
年
（
一
〇
三
〇
）

七
月
六
日
に
薨
逝
し
て
い
る*43

の
で
、
康
資
王
は
清
仁
親
王
薨
逝
後
、
擬
制
的

に
清
仁
親
王
の
子
と
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
蔭
位
の
た
め
と
考
え
ら

れ
る
。
康
資
は
、
実
系
で
は
天
皇
の
三
世
（
曾
孫
）
で
あ
る
臣
下
と
し
て
生

ま
れ
て
い
る
。
三
世
王
の
初
叙
位
階
は
従
五
位
下
で
あ
る
が
、
三
世
の
臣
下

の
場
合
は
六
位
初
叙
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る*44

。
前
述
の
よ
う
に
、
二
世
孫

王
の
初
叙
位
階
は
従
四
位
下
で
あ
る
。
康
資
王
の
初
叙
・
初
任
に
つ
い
て
は
、

『
賜
姓
例
並
褰
帳
女
王
之
事
』
賜
姓
例
「
康
資
王
」
に
、「
天
喜
四
年
正
月
五
日
、

叙
従
四
下
（
以
二
□
直
□
。
康
平
元
年
）。
同
六
年
七
月
卅
日
、
任
右
京
権

大
夫
」
と
記
さ
れ
て
い
る*45

。
こ
こ
に
見
え
る
「
二
□
直
□
」
は
「
二
世
直
叙
」

と
復
元
で
き
る
。「
康
平
元
年
」
は
、本
来
、下
文
「
同
六
年
」
へ
の
注
で
あ
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
康
資
王
は
、
二
世
孫
王
と
し
て
天
喜
四
年
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（
一
〇
五
六
）
正
月
五
日
、四
位
に
直
叙
さ
れ
、天
喜
六
年
（
一
〇
五
八
）（
康

平
元
年
）
七
月
三
十
日
に
右
京
権
大
夫
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
天
喜
四
年
正
月
五
日
の
四
位
直
叙
は
、
正
月
叙
位
に
お
け
る
二
世
孫
王

爵
に
あ
ず
か
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
時
に
康
資
王
が
安
和
御
後
と
寛
和
御
後
い
ず
れ
の
二
世
孫

王
を
称
し
て
い
た
か
を
伝
え
る
史
料
は
、
現
在
、
知
ら
れ
て
い
な
い
。

第
四
章　

康
資
王
の
諸
子

　

次
に
、
康
資
王
の
諸
子
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

イ　

源
顕
康　
『
尊
卑
分
脈
』
源
氏
「
寛
和　

華
山
」
に
は
、
康
資
王
の

子
は
「
顕
康
」
の
み
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
顕
康
の
子
が
、
伯
王
家
の
実

質
上
の
家
祖
と
な
っ
た
顕
広
王
で
あ
る
。

　

顕
康
に
つ
い
て
は
、例
え
ば
、『
昭
和
新
修
華
族
家
系
大
成
』
上
巻 

708
頁
「
白

川
」
に
、「
当
家
は
花
山
源
氏
で
、
花
山
天
皇
皇
子
清
仁
親
王
の
男
延
信
王
が

神
祇
伯
と
な
り
、
そ
の
男
康
資
王
も
同
職
に
就
い
た
。
康
資
王
の
男
顕
康
は

源
姓
を
賜
わ
っ
て
当
家
の
祖
と
な
っ
た
」
云
々
と
あ
り
、
ま
た
、
江
戸
後
期

の
資
延
王
に
「
神
祇
伯
延
信
王
孫
安
藝
権
守
顕
康
二
六
代
」
と
袖
書
が
あ
る

よ
う
に
、
源
氏
を
賜
姓
さ
れ
た
顕
康
を
花
山
源
氏
白
川
家
の
初
代
と
位
置
づ

け
る
見
解
も
あ
る
。
し
か
し
、『
尊
卑
分
脈
』
源
氏
「
寛
和　

華
山
」
に
は
、

顕
康
の
裾
書
に
「
右
大
臣
顕
房
公
為
子
賜
源
姓
」
と
あ
り
、
顕
康
は
、「
村
上

源
氏
」（
天
暦
御
後
の
源
氏
）
の
源
顕
房
の
子
と
な
り
、
源
氏
と
な
っ
た*46

。

顕
康
が
何
天
皇
の
「
御
後
」
の
源
氏
で
あ
っ
た
か
を
直
接
記
し
た
史
料
は
未

だ
に
見
出
さ
れ
て
い
な
い
が
、
顕
康
は
、
天
暦
御
後
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高

く
、
寛
和
御
後
と
安
和
御
後
の
い
ず
れ
で
も
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

顕
康
の
母
は
、『
賜
姓
例
並
褰
帳
女
王
之
事
』褰
帳
女
王
之
事
に
、「
顕
康（
□

待
賢
門
院
御
母
）二
位
殿
を
と
ゝ
の
は
ら
」と
あ
り*47

、「
二
位
殿
」の
妹
で
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
「
二
位
殿
」
と
は
、待
賢
門
院
、藤
原
通
季
（
西

園
寺
家
の
祖
）、
藤
原
実
能
（
徳
大
寺
家
の
祖
）
の
母
、
藤
原
光
子
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
藤
原
光
子
は
、
勧
修
寺
流
の
藤
原
隆
方
の
女
子
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
顕
康
の
母
も
藤
原
隆
方
の
女
子
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、顕
康
を
「
顕
康
王
」
と
記
す
史
料
も
あ
る*48

。『
尊
卑
分
脈
』
源
氏
「
寛

和　

華
山
」
に
よ
る
と
、
顕
康
は
正
親
正
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
正
親
正
は
、

「
鎌
倉
時
代
初
期
以
前
に
は
、
王
氏
の
専
官
と
し
て
公
け
に
認
め
ら
れ
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る*49

」
の
で
、
時
期
的
に
微
妙
で
は
あ
る
が
、
顕
康
が
王
氏

と
成
り
正
親
正
に
任
じ
ら
れ
た
可
能
性
は
有
り
得
る
。

　

ロ　

顕
資
王　
『
尊
卑
分
脈
』高
藤
孫
を
見
る
と
、藤
原
隆
方
の
女
子
に「
康

資
王
室
／
顕
資
王
母
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
、
康
資
王
に
は
顕
資
王
と
い
う
男

子
が
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
源
顕
康
の
母
は
、
藤
原
隆

方
の
女
子
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
「
顕
資
王
母
」
と
源

顕
康
の
母
と
は
同
一
人
で
あ
ろ
う*50

。

　

な
お
、
顕
資
王
と
い
う
王
は
、『
顕
広
王
記
』
安
元
二
年
二
月
十
七
日
条
に
、

「
有
御
賀
之
由
被
告
三
社
（
伊
世
・
八
幡
・
賀
茂
）。
…
…
使
王
顕
資
、
中
臣

師
親
朝
臣
、
忌
部
友
平
、
卜
部
致
元
。
於
神
祇
官
有
此
事
」
と
あ
り
、
安
元

二
年
（
一
一
七
六
）
二
月
十
七
日
に
三
社
奉
幣
の
使
王
を
勤
仕
し
た
顕
資
王

が
知
ら
れ
る
が
、
年
代
的
に
見
て
同
一
人
と
は
考
え
難
い
。

　

ハ　

源
仁
子　

康
資
王
に
は
、
仁
子
と
い
う
女
子
が
い
た
。
前
章
の
信
子

女
王
の
箇
所
で
引
用
し
た
『
顕
広
王
記
』
永
万
元
年
七
月
廿
七
日
条
に
褰
帳

女
王
の
家
例
と
し
て
「
伯
殿
【
康
資
王
】
女
仁
子
女
王
」
が
挙
げ
ら
れ
、
仁

子
は
褰
帳
女
王
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
仁
子
が

褰
帳
を
勤
仕
し
た
鳥
羽
院
即
位
式
に
関
す
る
同
時
代
史
料
を
見
る
と
、『
中
右
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記
』
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
十
二
月
一
日
条
に
、「
褰
帳
典
侍
二
人
（
左
源

仁
子
。
故
伯
【
康
資
王
】
女
也
。
…
…
）」
と
あ
り
、
仁
子
は
女
王
で
な
く

源
氏
の
典
侍
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
仁
子
に
つ
い
て
は
、『
中
右
記
』
嘉
承
二

年
十
一
月
廿
五
日
条
に
も
、「
内
侍
司
／　

典
侍
従
五
位
下
源
朝
臣
仁
子
（
件

人
元
六
位
也
。
今
夜
叙
従
五
位
下
。
然
而
不
書
列
叙
位
。
是
例
也
）」と
あ
り
、

典
侍
と
し
て
褰
帳
を
勤
仕
す
る
に
先
立
ち
、
六
位
か
ら
従
五
位
下
に
昇
叙
し

て
い
る
。
ま
た
、『
天
祚
礼
祀
職
掌
録
』
に
も
、
鳥
羽
院
即
位
式
の
褰
帳
と
し

て
「
左
源
仁
子
（
故
神
祇
伯
康
資
王
女
）」
と
あ
り
、
少
な
く
と
も
仁
子
は
、

鳥
羽
院
即
位
式
に
お
い
て
、
女
王
と
し
て
で
な
く
、
典
侍
の
源
氏
と
し
て
褰

帳
を
勤
仕
し
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
来
、
褰
帳
女
王
を
勤
仕

す
る
の
は
、
親
王
の
女
子
で
あ
る
二
世
女
王
の
所
役
と
さ
れ
て
い
た
（
後
文

を
も
参
照
）
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

尤
も
、
仁
子
が
一
生
涯
、
源
氏
の
ま
ま
で
あ
っ
た
と
考
え
る
必
要
は
な
い

と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
三
千
院
本
『
帝
王
系
図
』*51

に
お
け
る
堀
河
院
の
子

「
徐
子
内
親
王
」（
悰
子
内
親
王
と
あ
る
べ
き
も
の
。
大
宮
斎
院
）
の
左
袖
書

に
「
母
仁
子
女
王
（
康
資
女
）」
と
あ
る
。
源
仁
子
が
後
に
女
王
に
成
っ
た

可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
こ
の
源
仁
子
が
、
安
和
御
後
（
冷
泉
源
氏
）
で
あ
っ
た
の
か
、
寛

和
御
後
（
花
山
源
氏
）
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
兄
弟 

源
顕
康
と
同

じ
く
天
暦
御
後
（
村
上
源
氏
）
と
推
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
は
、
判
断

す
る
た
め
の
材
料
が
な
い
。

　

ニ　

顕
広
王　

白
川
伯
王
家
の
実
質
上
の
開
祖
と
位
置
づ
け
ら
れ
る*52

顕
広

王
は
、『
尊
卑
分
脈
』
源
氏
「
寛
和　

華
山
」
等
に
よ
る
と
源
顕
康
の
男
子
で

あ
り
、『
尊
卑
分
脈
』
に
は
顕
広
王
の
袖
書
に
「
賜
源
姓
後
始
而
帰
王
氏
」
と

あ
り
、
通
説
で
は
長
ら
く
、
神
祇
伯
に
任
じ
ら
れ
た
時
に
源
氏
か
ら
王
氏
に

復
し
た
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
顕
広
王
が
史
料
上
に
は
当
初
よ
り
源
氏

で
な
く
王
と
し
て
現
れ
る
こ
と
が
藤
森
馨
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た*53

。

で
は
、
源
顕
康
の
男
子 

顕
広
王
は
、
如
何
に
し
て
王
氏
と
成
り
得
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
前
述
の
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
附
載
「
伯
」
系
図
に
よ
る

と
、
顕
広
王
は
、
清
仁
親
王
の
子 

康
資
王
の
子
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

清
仁
親
王
の
孫
で
あ
る
三
世
王
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

顕
広
王
が
三
世
王
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
傍
証
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

『
貴
嶺
問
答
』
か
ら
四
世
女
王
と
推
定
さ
れ
る
顕
子
女
王
が
顕
広
王
の
女
子

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
貴
嶺
問
答
』「
命
婦
事
」

に
お
い
て
、
往
信
の
「
去
年
十
二
月
顕
子
女
王
卒
去
。
仍
王
禄
不
被
行
」
に

対
す
る
返
信
に
「
二
世
以
下
四
世
以
上
、
謂
之
女
王
。
五
世
者
自
入
命
婦
宮

人
之
例
。
近
年
彼
顕
子
之
外
、
無
女
王
。
仍
禄
事
停
止
歟
。
但
可
尋
先
例
事

也
」
と
あ
り*54

、
こ
こ
か
ら
、
王
禄
（
女
王
録
）
の
支
給
対
象
と
な
る
女
王
は

「
二
世
以
下
四
世
以
上
」
で
あ
り
、近
年
は
顕
子
以
外
に
「
女
王
」
が
お
ら
ず
、

某
年
の
王
禄
は
、「
去
年
十
二
月
」
に
顕
子
女
王
が
卒
去
し
た
た
め
停
止
さ
れ

た
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
顕
子
女
王
は
、「
二
世
以
下
四
世

以
上
」
の
「
女
王
」
と
し
て
は
、
当
時
、
最
後
の
人
で
あ
っ
た
。
平
安
末
期
、

天
皇
家
か
ら
の
諸
王
（
王
氏
）
の
分
出
が
絶
え
た
た
め
、
代
を
経
る
に
従
い
、

「
二
世
以
下
四
世
以
上
」
の
「
女
王
」
が
減
少
し
、顕
子
女
王
を
以
て
「
女
王
」

が
い
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
顕
子
女
王
の
世
数
は
四
世
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
顕
広
王
が
三
世
王
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
女
子 

顕

子
女
王
が
四
世
女
王
で
あ
る
こ
と
に
矛
盾
は
な
い
。
ま
た
、『
貴
嶺
問
答
』
に

は
「
顕
子
女
王
卒
去
」
と
あ
る
が
、「
卒
去
」
と
は
四
位
・
五
位
の
人
を
対
象

と
し
て
使
用
さ
れ
る
。
顕
広
王
の
女
子 

顕
子
女
王
は
、
後
白
河
院
の
即
位

式
で
褰
帳
女
王
を
勤
仕
し
た
後
の
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
十
一
月
五
日
、
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女
叙
位
で
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
て
お
り
、『
貴
嶺
問
答
』
に
「
卒
去
」
と
あ
る

こ
と
と
も
矛
盾
し
な
い
。
以
上
よ
り
、『
貴
嶺
問
答
』
に
見
え
る
顕
子
女
王
は
、

顕
広
王
の
女
子
で
あ
る
顕
子
女
王
と
同
一
人
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。
な
お
、
後
白
河
院
即
位
式
の
褰
帳
女
王
と
な
っ
た
顕
子
女
王
は
、

二
世
女
王
に
非
ざ
る
最
初
の
褰
帳
女
王
で
あ
っ
た
。
以
後
、
褰
帳
女
王
は
、

顕
広
王
の
後
裔
が
勤
仕
す
る
例
と
な
り
、
幕
末
の
孝
明
天
皇
の
即
位
式
に
至

る
ま
で
続
い
た
。

　

以
上
よ
り
、
顕
広
王
は
、
擬
制
的
に
祖
父 

康
資
王
の
子
と
な
り
、
三
世

王
と
し
て
出
身
し
た
、
と
推
定
さ
れ
る
。

　

で
は
、顕
広
王
は
、安
和
御
後
と
寛
和
御
後
の
、い
ず
れ
の
三
世
王
で
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
顕
広
王
の
二
男 
顕
順
王
（
の
ち
の
仲
資
王
）
は
、
永

暦
二
年
（
一
一
六
一
）
の
正
月
叙
位
に
お
い
て
寛
和
御
後
と
し
て
王
氏
爵
に

あ
ず
か
っ
た*55

が
、
時
に
顕
広
王
は
、
諸
王
の
戸
口
を
司
る
正
親
司
の
長
、
正

親
正
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
顕
順
王
の
父 

顕
広
王
も
寛
和
御
後
の
王
氏
で

あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
史
料
上
の
寛
和
御
後
の
王
氏
の
初
出
は
、
管
見
の
限
り
、
康
治
元

年
（
一
一
四
二
）
十
一
月
十
四
日
に
近
衛
院
大
嘗
会
叙
位
で
叙
爵
さ
れ
た
実

広
王
で
あ
る*56

。
顕
広
王
が
正
親
正
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
同
年
の
永

治
二
年
（
一
一
四
二
）
正
月
二
十
三
日
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
顕
広
王
を
寛

和
御
後
の
王
氏
と
す
る
推
定
と
も
時
期
的
に
矛
盾
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

ホ　

公
顕　

天
台
座
主
、
園
城
寺
長
吏
を
務
め
、
後
白
河
院
の
灌
頂
の
師

に
も
な
っ
た
本
覚
院
大
僧
正
公
顕
は
、
源
顕
康
の
男
子
で
、
顕
広
王
の
弟
に

あ
た
る
が
、
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
附
載
「
伯
」
系
図
で
は
、
兄 

顕

広
王
と
同
様
、
康
資
王
の
子
と
さ
れ
て
い
る
。
尤
も
公
顕
は
、
康
資
王
の
子

と
し
て
三
世
王
と
な
っ
た
顕
広
王
の
弟
、
と
い
う
続
柄
に
よ
っ
て
、
系
譜
を

康
資
王
に
つ
な
げ
ら
れ
た
だ
け
か
も
知
れ
な
い
。

お
わ
り
に

　

以
上
よ
り
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
所
謂
「
冷
泉

源
氏
」（
安
和
御
後
の
源
氏
）
は
、花
山
院
の
男
子
で
冷
泉
院
の
六
宮
と
な
っ

た
清
仁
親
王
の
男
子 

延
信
王
が
源
氏
を
賜
姓
さ
れ
て
成
立
し
た
。
し
か
し
、

源
延
信
の
男
子 

康
資
王
が
擬
制
的
に
祖
父 

清
仁
親
王
の
子
と
な
り
二
世
孫

王
と
し
て
出
身
し
、こ
の
系
統
は
王
氏
に
復
し
た
。
康
資
王
の
孫 

顕
広
王
も
、

擬
制
的
に
祖
父
の
子
と
な
り
三
世
王
と
し
て
出
身
し
た
が
、
属
籍
は
寛
和
御

後
（
花
山
院
裔
）
の
王
氏
、
す
な
わ
ち
「
花
山
王
氏
」
で
あ
っ
た
、
と
考
え

ら
れ
る
。
顕
広
王
が
、
康
資
王
の
子
と
し
て
三
世
王
の
身
位
を
得
た
の
で
あ

れ
ば
、
康
資
王
も
、
顕
広
王
と
同
じ
属
籍
、
寛
和
御
後
で
あ
っ
た
と
見
る
の

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
清
仁
親
王
の
後
裔
で
安
和
御
後
か
ら
寛
和

御
後
へ
と
属
籍
を
変
更
し
た
の
は
康
資
王
で
あ
る
、
と
推
測
さ
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
花
山
院
の
諸
子
、
昭
登
・
清
仁
両
親
王
が
安
和
御
後
の
親
王

と
な
っ
て
か
ら
四
年
後
の
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
二
月
八
日
、
花
山
院
は

冷
泉
院
に
先
立
っ
て
崩
御
し
、
実
父 

花
山
院
の
亡
き
後
、
両
親
王
は
、
属

籍
を
安
和
御
後
か
ら
寛
和
御
後
に
変
更
す
る
こ
と
も
な
く
、
安
和
御
後
と
し

て
親
王
御
給
の
権
利
を
享
受
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
清
仁
親
王
の
子 

延

信
王
の
賜
姓
は
父
親
王
の
生
前
に
お
い
て
で
あ
っ
た
た
め
、
当
然
、
延
信
の

属
籍
は
安
和
御
後
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
昭
登
・
清
仁
両
親
王
の
薨
逝
後
、

安
和
御
後
と
し
て
の
親
王
御
給
の
特
権
も
消
滅
し
、
彼
ら
の
子
孫
に
は
、
敢

え
て
属
籍
を
安
和
御
後
に
し
て
お
く
必
然
性
は
な
く
な
っ
て
い
た
に
相
違
な

い
。
康
資
王
が
擬
制
的
に
清
仁
親
王
の
子
と
し
て
出
身
し
た
時
点
に
お
い
て
、

既
に
清
仁
親
王
は
薨
逝
し
て
い
た
の
で
、
康
資
王
は
、
安
和
御
後
で
は
な
く
、
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実
系 

寛
和
御
後
（
花
山
院
裔
）
の
王
氏
と
し
て
属
籍
を
得
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
神
祇
伯
に
任
じ
ら
れ
て
諸
王
（
王
氏
）

の
最
上
位
者
と
な
っ
た
康
資
王
に
倣
い
、
兼
文
王
（
清
仁
親
王
の
男
子
）
裔

以
下
の
親
族
も
寛
和
御
後
に
成
っ
た
、
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

　

そ
の
場
合
、
最
初
の
「
花
山
源
氏
」（
寛
和
御
後
の
源
氏
）
は
、
康
資
王

の
女
子 

源
仁
子
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
尤
も
、
源
仁
子
の
属
籍
は
未
詳

で
あ
る
の
で
、
そ
の
可
否
は
現
時
点
で
は
判
断
で
き
な
い
。

　

さ
て
、
顕
広
王
は
、
実
系
で
は
五
世
で
あ
る
が
、
擬
制
的
に
三
世
王
と
し

て
出
身
し
た
。
三
条
院
裔
の
長
和
御
後
を
最
後
に
天
皇
家
か
ら
の
王
氏
の
分

出
が
絶
え
た
た
め
、
平
安
末
期
に
至
る
ま
で
に
、
時
の
経
過
と
共
に
王
氏
の

人
々
は
世
代
を
経
て
、
こ
と
ご
と
く
四
世
以
下
と
な
っ
て
し
ま
い
、
長
命
で

あ
っ
た
顕
広
王
が
、
同
時
代
に
お
け
る
唯
一
の
三
世
王
に
な
っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
（
現
に
、
顕
広
王
の
女
子 

顕
子
女
王
は
、
最
後
の
四
世
女
王
と
な
っ

た
）、
世
数
の
上
で
他
の
諸
王
に
優
っ
た
。
顕
広
王
が
王
氏
是ぜ

定じ
ょ
う

、
す
な
わ

ち
実
質
上
の
王
氏
長
者
の
地
位
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
た*57

背
景
に
は
、
当

時
に
お
け
る
俗
体
親
王
の
欠
如
と
共
に
、
王
氏
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
事
情

が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

更
に
顕
広
王
は
、
神
祇
伯
職
と
褰
帳
女
王
役
を
自
家
に
確
保
す
る
こ
と
に

成
功
し
、顕
広
王
の
二
男 

仲
資
王
は
、諸
王
と
し
て
は
平
安
中
期
以
来
、久
々

に
公
卿
に
列
し
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
の
公
家
家
格
確
立
期

に
、子
孫
が
堂
上
の
家
格
を
獲
得
す
る
た
め
の
基
礎
を
固
め
、他
の
諸
王
（
王

氏
）
の
一
門*58

を
圧
倒
・
凌
駕
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
幕
末
に
至
る
ま
で
神
祇
伯
を
世
襲
し
て
褰
帳

女
王
を
輩
出
し
続
け
た
伯
家 

─
─ 

白
川
家 

─
─ 

は
、
公
家
社
会
に
お
け

る
確
乎
た
る
位
置
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
伯
家
の
成
立

を
め
ぐ
っ
て
は
、
論
じ
尽
し
て
い
な
い
問
題
も
若
干
残
さ
れ
て
い
る
。
以
て

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

系
図 

　

昭
登
親
王

冷
泉
院　

花
山
院　
　

清
仁
親
王　
（
①
源
延
信
）　
（
②
康
資
王
）

　
　
　
　

三
条
院　
　
　
　
　
　
　

⑤
永
子
女
王（
清
子
女
王
）

　
　
　
　

爲
尊
親
王　

⑵
男
子
某　

③
兼
文
王　
　

兼
長
王　
　

兼
範
王　
　

範
綱　
　

　
　
　
　

敦
道
親
王　

⑶
女
子
某　

④
延
清
王

　
　
　
　

昭
登
親
王　

⑴
良
深　
　

⑦
女
子
某

　
　
　
　

清
仁
親
王　

①
源
延
信　

②
康
資
王　
　

ハ
源
仁
子（
の
ち
仁
子
女
王
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

イ
源
顕
康　
（
ニ
顕
広
王
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ロ
顕
資
王　
（
ホ
公
顕
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ニ
顕
広
王　

顕
子
女
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ホ
公
顕　
　

顕
順
王
の
ち
仲
資
王

注*1　

所
謂
「
清
和
源
氏
」
の
出
自
に
つ
い
て
は
、
赤
坂
恒
明
「
世
ノ
所
謂
清
和
源
氏
ハ

陽
成
源
氏
ニ
非
サ
ル
考 

─
─ 

源
朝
臣
経
基
の
出
自
を
め
ぐ
つ
て 

─
─
」（『
聖
学
院

大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
№
25
、
二
〇
〇
三
年
一
月
、
337
～
373
頁
）
に
お
い
て
検
討

し
た
。
な
お
、
近
年
に
お
け
る
研
究
動
向
を
う
け
て
、
補
稿
「
源
経
基
の
位
階
と
「
六

孫
王
」
号
」
を
準
備
し
て
い
る
。

*2　

花
山
王
氏
に
つ
い
て
は
、
藤
森
馨
「
白
川
伯
王
家
の
成
立
」（
藤
森
馨
『
改
訂
増
補

平
安
時
代
の
宮
廷
祭
祀
と
神
祇
官
人
』（
原
書
房
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
。
初
刊
、
大

明
堂
、二
〇
〇
〇
年
九
月
）
142
～
167
頁
。
初
出
、小
松
馨
「
白
川
伯
王
家
の
成
立
」『
神

道
研
究
』
第
一
一
六
号
、
一
九
八
四
年
九
月
）
を
参
照
せ
よ
。
な
お
、
王
氏
と
は
、

史
料
上
の
用
語
と
し
て
は
、
当
初
は
、
皇
親
で
あ
る
諸
王
を
称
し
、
平
安
末
期
以
降
は
、

諸
王
の
後
裔
に
し
て
、
氏
姓
の
よ
う
に
王
号
を
代
々
称
し
た
集
団
を
称
す
る
。
赤
坂

恒
明
「
中
世
に
お
け
る
皇
胤
の
末
流
「
王
氏
」
と
そ
の
終
焉
」（『
十
六
世
紀
史
論
叢
』

第
三
号
、
十
六
世
紀
史
論
叢
刊
行
会
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
76
～
95
頁
）
を
も
参
照
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さ
れ
た
い
。

*3　

年
給
と
氏
爵
に
つ
い
て
は
、
赤
坂
恒
明
「
世
ノ
所
謂
清
和
源
氏
ハ
陽
成
源
氏
ニ
非

サ
ル
考
」
341
～
342
頁
と
、
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
先
行
研
究
を
参
照
さ
れ
た
い
。

*4　
『
平
戸
記
』
寛
元
二
年
正
月
五
日
条
に
「
資
尚
王
（
寛
弘
御
後
）」
と
見
え
る
が
寛

和
御
後
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

*5　

太
田
亮
『
姓
氏
家
系
大
辞
典
』
第
三
巻
（
角
川
書
店
、一
九
六
三
年
十
一
月
初
版
）

五
八
五
五
頁
。

*6　

太
田
亮
『
姓
氏
家
系
大
辞
典
』
第
三
巻 

六
五
六
六
～
六
五
六
七
頁
。

*7　

奥
富
敬
之
『
天
皇
家
と
源
氏　

臣
籍
降
下
の
皇
族
た
ち
』（
三
一
書
房
、
一
九
九
七

年
一
〇
月
）
130
～
132
頁
「
冷
泉
源
氏
」
131
頁
。
ま
た
、『
歴
史
読
本
』
第
四
十
四
巻
第

十
号 （
通
号
711
）「
特
集
・
源
頼
朝
と
源
氏
二
十
一
流
」（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
九

年
八
月
）
ほ
か
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

*8　
『
稿
本
冷
泉
天
皇
実
録
』
二
一
三
頁
「
皇
孫
永
覚
」。

*9　

神
宮
司
庁
蔵
版
『
古
事
類
苑
』
姓
名
部
（
普
及
版
）（
古
事
類
苑
刊
行
会
、

一
九
三
三
年
一
月
）
姓
名
部
三  

姓
氏
下
「
皇
子
賜
姓
」（
二
〇
三
～
二
一
三
頁
）、「
皇

孫
賜
姓
」（
二
一
三
～
二
一
七
頁
）、「
諸
王
賜
姓
」（
二
一
七
～
二
二
五
頁
）。

*10　

宮
内
庁
『
皇
室
制
度
史
料
』
皇
族
三
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
三
月
）
第
四

章
「
臣
籍
降
下
と
出
家
」。

*11　

昭
登
親
王
と
清
仁
親
王
の
兄
弟
順
は
、『
日
本
紀
略
』
寛
弘
元
年
【
長
保
六
年
】
五

月
四
日
条
、『
小
右
記
』
治
安
四
年
正
月
廿
六
日
条
、『
魚
魯
愚
抄
』
五
「
蔵
人
方
」

丙 

下
勘
文
上
で
は
、
い
ず
れ
も
昭
登
親
王
が
清
仁
親
王
よ
り
先
に
書
か
れ
て
お
り
、

ま
た
、
後
一
条
院
（
後
一
条
天
皇
）
の
即
位
式
に
お
け
る
即
位
擬
侍
従
は
、
昭
登
親

王
が
左
侍
従
を
、
清
仁
親
王
が
右
侍
従
を
そ
れ
ぞ
れ
勤
仕
し
て
い
る
（『
小
右
記
』
寛

弘
八
年
九
月
十
日
庚
辰
条
）
の
で
、
昭
登
親
王
が
清
仁
親
王
よ
り
上
座
に
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
、
五
宮
（
五
親
王
）
は
昭
登
親
王
に
、
六
宮
（
六
親
王
）
は
清
仁
親
王
に

比
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、『
栄
花
物
語
』、
系
図
史
料
、『
天
祚
礼
記
職
掌
録
』
に
従
う

と
、
比
定
は
逆
と
な
る
。『
稿
本
花
山
天
皇
実
録
』「
皇
子
清
仁
親
王
」
一
五
二
頁
の
按

文
を
参
照
せ
よ
。
こ
こ
で
は
、
昭
登
親
王
を
清
仁
親
王
の
兄
と
す
る
見
解
に
従
う
。

*12　

他
に
、『
栄
花
物
語
』
巻
第
八
「
は
つ
花
」
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

*13　
『
日
本
紀
略
』
延
喜
廿
一
年
十
二
月
十
七
日
条
、
同
延
長
五
年
八
月
廿
三
日
条
ほ
か
。

*14　
『
魚
魯
愚
鈔
』
所
引
『
延
喜
御
記
』
延
喜
廿
二
年
三
月
廿
日
条
、『
外
記
日
記
（
本

朝
世
紀
）』
天
慶
元
年
十
月
八
日
条
。

*15　
『
小
右
記
』
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
七
月
一
日
条
。「
去
月
廿
七
日
公
誠
朝
臣
云
。

故
花
山
院
宮
達
御
元
服
八
月
廿
三
日
者
。
天
下
大
事
【
花
山
院
崩
御
】
之
間
、
密
々

可
被
行
之
由
、
相
示
畢
。
…
…
余
【
藤
原
実
資
】
云
。
院
崩
給
間
、
御
四
十
九
日
内
、

不
可
有
也
。
…
…
但
入
給
冷
泉
院
御
戸
、
仍
可
申
従
父
兄
弟
、
其
服
七
箇
日
歟
。

…
…
」

*16　

赤
坂
恒
明
「
中
世
に
お
け
る
皇
胤
の
末
流
「
王
氏
」
と
そ
の
終
焉
」
を
も
参
照
さ

れ
た
い
。

*17　

擬
制
的
に
天
暦
御
後
（
村
上
天
皇
裔
）
の
王
氏
と
な
っ
た
三
条
院
裔
の
王
氏
に
つ

い
て
は
、
藤
森
馨
「
王
氏
の
終
焉
と
王
代
河
越
家
の
成
立
」（『
改
訂
増
補
平
安
時
代
の

宮
廷
祭
祀
と
神
祇
官
人
』
168
～
195
頁
。
初
出
、「
近
世
初
頭
の
宮
廷
祭
祀
」
大
倉
精
神

文
化
研
究
所
編
『
近
世
の
精
神
生
活
』
一
九
九
六
年
三
月
）、
赤
坂
恒
明
「
中
世
に
お

け
る
皇
胤
の
末
流
「
王
氏
」
と
そ
の
終
焉
」、
赤
坂
恒
明
「
伊
勢
奉
幣
使
王
代 

兼
字

王
考
」（『
埼
玉
学
園
大
学
紀
要
』
人
間
学
部
篇　

第
十
四
号
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
、

一
五
～
二
八
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

*18　
『
稿
本
花
山
天
皇
実
録
』
一
九
〇
～
一
九
四
頁
「
皇
孫
良
深
」
を
参
照
せ
よ
。

*19　
『
尊
卑
分
脈
』
源
氏
に
は
、
臣
籍
降
下
し
な
か
っ
た
諸
王
の
系
図
は
、
所
謂
「
花
山

源
氏
」
の
「
寛
和　

華
山
」
と
、
所
謂
「
三
条
源
氏
」
の
「
長
和　

三
条
」
の
各
王

氏
を
除
き
、
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、『
栄
花
物
語
』
巻
第
十
「
日
か
げ
の
か

づ
ら
」
に
よ
る
と
、村
上
天
皇
の
第
八
親
王
（
八
宮
）
永
平
親
王
に
は
「
宮
達
五
六
人
」

が
い
た
と
い
う
が
、『
尊
卑
分
脈
』
源
氏
「
天
暦　

村
上
」
に
は
記
載
が
な
い
。
ま
た
、

伊
勢
奉
幣
の
使
王
等
を
た
び
た
び
勤
仕
し
た
従
四
位
下
行
神
祇
伯 

秀
頼
王
は
、
そ
の

位
階
か
ら
二
世
孫
王
と
推
定
さ
れ
、
そ
の
場
合
、
世
代
的
に
見
て
、
村
上
天
皇
の
孫

す
な
わ
ち
天
暦
孫
王
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
や
は
り
『
尊
卑
分

脈
』
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
同
様
に
、
平
安
・
鎌
倉
期
の
同
時
代
史
料
に
は
、
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系
譜
未
詳
の
諸
王
（
王
氏
）
が
数
多
く
見
出
さ
れ
る
。

*20　
『
日
本
紀
略
』
長
元
八
年
（
一
〇
三
五
）
四
月
十
四
日
条
に
、「
中
務
卿
四
品
昭
登

親
王
薨
（
年
三
十
八
）」
と
あ
る
。

*21　
『
稿
本
花
山
天
皇
実
録
』
一
八
四
頁 「
皇
孫
延
信
王
」
按
文
。

*22　
『
伯
家
部
類
』
所
収
「
白
川
家
伝
」
ほ
か
。
な
お
、
霜
月
十
日
付 

羽
倉
駿
河
守
信

次
宛 

荷
田
東
丸
（
春
満
）
書
簡
（
元
禄
十
六
年
）
に
よ
る
と
、
稲
荷
社
の
神
職
を
世

襲
し
た
羽は

倉ぐ
ら

家
（
荷か

だ
の
す
く
ね

田
宿
禰
氏
）
の
人
名
の
通
字
「
延
」「
信
」
は
、
神
祇
伯
延
信
の

偏
諱
を
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
羽
倉
敬
尚
「
荷
田
の
落
ち
穂
」（
鈴
木
淳

編
『
近
世
学
芸
論
考 
─
─ 
羽
倉
敬
尚
論
文
集 

─
─
』（
明
治
書
院
、
一
九
九
二
年
六

月
）
所
収
。
初
出
、
一
九
七
二
年
十
一
月
）
一
〇
一
頁
。
後
世
の
仮
託
と
考
え
る
べ

き
も
の
で
あ
る
が
、
稲
荷
社
の
荷
田
氏
が
、
延
信
を
神
祇
伯
白
川
家
の
家
祖
と
認
識

し
て
い
た
こ
と
を
、
こ
こ
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

*23　
『
職
源
鈔
』「
正
親
司
」
に
、
正
親
正
は
「
近
代
五
位
王
氏
任
之
」
と
あ
る
。
正
親

正
に
つ
い
て
は
藤
森
馨
「
白
川
伯
王
家
の
成
立
」
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

*24　
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
延
久
元
年
閏
十
月
七
日
（『
神
道
大
系
』
神
宮
編
一
（
神
道

大
系
編
纂
会
、
一
九
七
九
年
三
月
）
四
七
九
頁
）。『
伊
勢
勅
使
部
類
記
』
伊
勢
勅
使

雑
例
「
正
殿
不
被
開
例
」、同
「
正
殿
不
被
開
神
嘗
幣
奉
納
東
宝
殿
例
」（『
神
道
大
系
』

神
宮
編
三
（
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
一
年
十
月
）
七
二
頁
、
九
二
頁
）。

*25　
『
令
義
解
』
四
「
選
叙
令
」
に
、「
凡
蔭
皇
親
者
、
親
王
子
従
四
位
下
（
謂
、
親
王
者
、

不
限
有
品
・
無
品
皆
是
。
凡
一
部
令
内
称
親
王
、
不
注
品
階
者
、
皆
依
此
例
）。
諸
王

子
従
五
位
下
。
其
五
世
王
者
、従
五
位
下
（
謂
、既
不
在
諸
王
之
限
、故
同
諸
臣
著
緋
）。

子
降
一
階
、
庶
子
又
降
一
階
。
唯
別
勅
処
分
不
拘
此
令
」
と
あ
る
。

*26　

尊
経
閣
文
庫
所
蔵
。
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の
謄
写
本
（
函
号 

271 

57
）
を
使
用
。

*27　
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
康
平
三
年
九
月
条
。

*28　

延
清
王
に
つ
い
て
は
、
赤
坂
恒
明
「
中
世
に
お
け
る
皇
胤
の
末
流
「
王
氏
」
と
そ

の
終
焉
」
92
頁 

注（
23
）を
参
照
せ
よ
。

*29　

こ
の
仮
説
の
根
拠
は
、
東
大
寺
領
大
部
庄
の
名
田
に
「
延
清
名
」
が
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
仮
に
こ
の
仮
説
が
正
し
け
れ
ば
、
久
清
王
の
一
門
は
十
一
世
紀
か
ら
大
部
庄

と
の
関
係
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
臆
測
に
基
づ
い
た
推
論
に
過
ぎ
な
い
。

*30　

廣
橋
家
旧
蔵
記
録
文
書
典
籍
類H

-63-409

『
後
法
性
寺
殿
御
抄
』「
雑
々
例
」
に
「
孫

王
（
長
元
二
／
良
清
王
叙
四
位
也
）」
と
あ
る
。
本
史
料
に
つ
い
て
は
竹
中
拓
実
氏
よ

り
御
示
教
を
賜
わ
っ
た
。

*31　
『
本
朝
世
紀
』
久
安
二
年
正
月
五
日
条
。

*32　

褰
帳
と
は
、
天
皇
が
着
座
し
た
高
御
座
の
、
南
面
の
帳
を
左
右
に
か
か
げ
開
く
こ
と
、

ま
た
、
そ
の
役
。

*33　
「
母
」
は
脇
坂
本
に
は
「
女
」
と
あ
る
。

*34　
『
女
王
記
諸
抄
』「
褰
帳
女
王
雑
事
」
ほ
か
。

*35　

こ
の
「
小
一
条
女
王
」
の
名
は
、
昨
子
女
王
か
。

*36　

寛
意
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、『
稿
本
三
条
天
皇
実
録
』
七
六
六
～
七
七
六
頁
「
皇
曾

孫
寛
意
」
を
参
照
せ
よ
。
な
お
、
寛
意
は
「
円
堂
点
」
と
い
う
ヲ
コ
ト
点
の
形
成
に

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
奥
田
勲「
埋
れ
た
歌
集
」

（
奥
田
勲
『
明み
ょ
う

恵え　

遍
歴
と
夢
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
十
一
月
）

二
三
九
～
二
四
八
頁
。
初
出
、「
埋
も
れ
た
歌
集
─
─
高
山
寺
蔵
『
釈
摩
訶
衍
論
』
と

『
金
玉
集
』
─
─
」『
Ｕ
Ｐ
』
三
六
、一
九
七
五
年
十
月
）、
築
島
裕
「
円
堂
点
の
成
立

と
展
開
」（『
田
邊
博
士

古
稀
記
念

国
語
助
詞
助
動
詞
論
叢
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
九
年
八
月
）
855
～
888

頁
）
ほ
か
。

*37　

但
し
、
山
田
本
・
楓
山
本
・
岩
倉
本
・
刻
本
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
に
は
不
見
。

ま
た
、
前
田
本
『
帝
王
系
図
』
に
も
不
見
。
清
水
正
健
『
皇
族
考
証
』
第
参
巻 

二
百
七
十
一
頁
。

*38　

本
史
料
は
、曽
根
研
三
『
伯
家
記
録
考
』（
西
宮
神
社
社
務
所
、一
九
三
三
年
十
月
）

七
四
～
七
五
頁
に
解
説
が
あ
り
、
同
二
七
三
～
二
七
四
頁
に
全
文
が
翻
刻
さ
れ
て
い

る
。
な
お
、
当
該
の
部
分
は
、『
皇
室
制
度
史
料
』
皇
族
三　

三
〇
三
頁
に
も
翻
刻
が

あ
る
。

*39　

本
史
料
に
つ
い
て
は
竹
中
拓
実
氏
よ
り
御
示
教
を
賜
わ
っ
た
。
注
30
参
照
。

*40　

王
氏
爵
は
、
三
世
王
・
四
世
王
が
対
象
で
あ
り
、
二
世
王
（
孫
王
）
に
対
す
る
二

世
孫
王
氏
爵
は
別
枠
で
あ
っ
た
。
赤
坂
恒
明
「
中
世
に
お
け
る
皇
胤
の
末
流
「
王
氏
」
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と
そ
の
終
焉
」
90
頁 

注（
３
）に
引
用
さ
れ
た
先
行
研
究
を
参
照
せ
よ
。

*41　
「
康
資
王
母
」
は
、「
伯
母
」（
お
ば
、
で
な
く
、
神
祇
伯
の
母
）
と
も
知
ら
れ
、
森

本
元
子
・
三
村
晃
功
編
『
伯
母
集
』（
古
典
文
庫
、
一
九
八
三
年
十
二
月
）、
久
保
木

哲
夫
・
花
上
和
広
『
康
資
王
母
集
注
釈
』（
貴
重
本
刊
行
会
、
一
九
九
七
年
三
月
）
以

下
、
関
係
文
献
は
少
な
く
な
い
。

*42　

但
し
、
こ
の
康
資
王
の
任
伯
年
月
日
は
、『
諸
家
系
図
纂
』
や
『
諸
家
知
譜
拙
記
』

の
如
き
後
世
の
文
献
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
確
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。

*43　
『
日
本
紀
略
』
長
元
三
年
七
月
六
日
条
に
、「
弾
正
尹
清
仁
親
王
薨
」
と
あ
る
。
な
お
、

『
小
記
目
録
』
四
「
親
王
・
女
御
薨
事
」
に
、「
長
元
三
年
七
月
七
日
、
弾
正
尹
清
仁

親
王
薨
事
（
明
日
除
目
不
可
有
憚
）」
と
あ
る
が
、『
小
右
記
』
記
主
の
藤
原
実
資
は
、

清
仁
親
王
の
薨
逝
を
翌
七
日
に
知
っ
て
日
記
に
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

*44　

三
世
の
臣
下
の
初
叙
位
階
に
関
す
る
検
討
は
、
別
稿
に
て
行
い
た
い
。

*45　

曽
根
研
三
『
伯
家
記
録
考
』
七
四
頁
。

*46　

詳
し
く
は
藤
森
馨
「
白
川
伯
王
家
の
成
立
」
を
見
よ
。

*47　

曽
根
研
三
『
伯
家
記
録
考
』
七
四
頁
。

*48　

例
え
ば
、『
寺
門
伝
記
補
録
』
第
十
四
「
長
吏
高
僧
略
伝
」
巻
下
「
法
務
前
大
僧
正

公
顕 

本
覚
院　

三
十
五
世
」
に
「
公
顕　

安
藝
権
守
顕
康
王
之
子
」
と
あ
る
。

*49　

藤
森
馨
「
白
川
伯
王
家
の
成
立
」。

*50　

な
お
、『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

尊
卑
分
脉
』
第
二
篇 

六
三
頁
の
頭
注
に
、
顕
資
王

に
つ
い
て
、「
資
、
恐
当
拠
下
文
花
山
源
氏
作
康
」
と
あ
り
、
顕
資
王
を
恐
ら
く
顕
康

王
の
誤
り
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
顕
資
王
を
誤
り
と
す
る
積
極
的
な
根
拠
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。

*51　

本
史
料
に
つ
い
て
は
、
赤
坂
恒
明
「

王
考 

─
─ 

建
武
期
前
後
の
傍
流
皇
族
を

め
ぐ
っ
て 

─
─
」（
阿
部
猛
編
『
中
世
政
治
史
の
研
究
』（
日
本
史
史
料
研
究
会
企
画
部
、

二
〇
一
〇
年
九
月
、
693
～
716
頁
）
698
～
699
頁
、
同
712
頁 

注（
15
）を
参
照
せ
よ
。

*52　

藤
森
馨
「
白
川
伯
王
家
の
成
立
」。

*53　

藤
森
馨
「
白
川
伯
王
家
の
成
立
」。
顕
広
王
の
史
料
上
の
初
見
は
、『
本
朝
世
紀
』

康
治
元
年
【
永
治
二
年
】（
一
一
四
二
）
正
月
廿
三
日
条
で
あ
り
、「
除
目
入
眼
。

…
…
正
親
正
従
五
位
下
顕
広
王
」
と
あ
る
。

*54　
『
日
本
教
科
書
大
系 

往
来
編
』
第
一
巻 

古
往
来（
一
）（
講
談
社
、
一
九
六
八
年
二

月
）
485
～
486
頁
。

*55　
『
公
卿
補
任
』
建
久
元
年
、
ほ
か
。

*56　
『
叙
位
記
』
所
引
『
中
外
記
』。
竹
中
拓
実
氏
よ
り
御
示
教
を
賜
わ
っ
た
。

*57　

藤
森
馨
「
白
川
伯
王
家
の
成
立
」。

*58　

彼
ら
は
堂
上
未
満
の
身
位
に
あ
り
、
中
に
は
、
前
述
の
久
清
王
の
一
門
の
よ
う
に
、

地
方
に
下
っ
て
低
い
社
会
階
層
に
置
か
れ
て
い
た
一
族
も
い
た
。
赤
坂
恒
明
「
中
世

に
お
け
る
皇
胤
の
末
流
「
王
氏
」
と
そ
の
終
焉
」
を
参
照
せ
よ
。

〔
付
記
〕　

本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
十
一
月
三
日
に
日
本
家
系
図
学
会 

平
成
24
年
度
（
第

４
回
）
総
会
で
行
っ
た
学
術
講
演
「
日
本
に
お
け
る
中
世
の
末
流
皇
族
「
王
氏
」
に

つ
い
て 

─
─ 

所
謂
「
冷
泉
源
氏
」・「
花
山
源
氏
」・「
三
条
源
氏
」
を
中
心
に 

─
─
」

の
前
半
部
の
主
要
部
分
を
改
訂
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
。
便
宜
を
図
っ
て
下
さ
っ
た

関
係
各
位
・
諸
機
関
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
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On the Reizei-Genji and the Kazan-Ou-shi
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